
子育て世帯生活支援特別給付金 の ご案内

3. 給付金の支給手続き

2. 支給額

1. 支給対象者

子育て世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施しています !

児童 1 人当たり一律 5 万円

■ 新型コロナウイルス感染症の影響により令和 4 年 1 月 1 日以降の家計が急変し、
　 住民税非課税相当 の収入となった方

または
■ 令和 4 年度 住民税（均等割）が非課税 の方②

①
18 歳未満の児童（障がい児の場合、20 歳未満 ）を養育する父母等
令和 4 年 3 月 31 日時点で

① ② の両方に当てはまる方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）

＊詳細なお問い合わせは、下記にお問合せいただくか、HP をご覧ください。

（※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。）

※ひとり親世帯分を受取済でない方へ

※申請受付開始日は7月25日を予定しています。
　なお、申請受付は本庁のみで、各支所では行っていません。ご了承ください。【申請が必要な方】

1．令和4年度の住民税は非課税だが、児童手当を受給しておらず、今年度16歳から18歳になる児童
のみを養育している方

2．令和4年度は課税だが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け令和4年1月1日以降の家計が急
変し非課税相当の収入となった方（上記②に該当）

3．ひとり親世帯分（令和4年4月分児童扶養手当受給者：6月28日に支給済）の対象ではないひとり
親世帯のうち、公的年金等受給により令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方、もしく
は上記2と同様に家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

【申請が不要な方】
1．令和4年4月分の児童手当、もしくは特別児童扶養手当受給者で、令和4年度の住民税非課税の方
2．令和4年度の住民税が非課税の方で、令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた

新生児を養育する方
3．申告等で令和4年度の住民税が非課税になった方

0120-400-903
厚生労働省コールセンター

0948-22-5500（内線1112・1113・1114）
飯塚市役所子育て支援課子育て支援・政策係

※1については、令和4年7月22日頃に手当口座に振り込みます。2および3については、受給の要件を確認し次第、
　随時支給します。

マイナポイント事業「第 2 弾」が 始まっています！

マイナポイント事業第 2 弾は、マイナンバーカードの申請を令和 4 年 9 月末、マイナンバーカードを
受け取ってからのポイント申請を令和 5 年 2 月末までに行った方が対象になります。

マイナポイント事業は、マイナンバーカードの申請を「9 月末」までに行った方が対象です

「マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み」「公金受取口座の登録」を行った方の
マイナポイントの予約・申込、ポイント付与が 6 月 30 日から始まりました！

ポイントの対象となる
カードの申請期限ポイントの申請期間もらえるポイントマイナポイント第 2 弾

のポイント
7,500円相当

（すでに登録済の方を含む）
③ 公金受取口座の登録 令和 5 年2月末

令和 4 年 6 月 30 日～
のポイント

7,500円相当
（すでに利用申込済の方を含む）

② 健康保険証としての
　 利用申込み 令和 4 年9月末

令和 5 年2月末
令和 4 年 1 月～

のポイント（※）
最大5,000円相当

（マイナポイント未申込者を含む）

① マイナンバーカード
　 新規取得者

※マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。

◆ マイナンバーカードの交付申請や電子証明書の更新等により、窓口が混雑することが予想されます。
　 カードの交付申請及び電子証明書の更新はお早めにお願いします。
◆ マイナポイントは先着順ではありません。ポイントの申請は期間内に行ってください。
◆ 円滑なマイナポイント取得のため、健康保険証利用申込み及び公金受取口座の登録はお早めにお願いします。
◆ 利用者証明用電子証明書の発行及び更新から１時間はマイナポイントの申込みが出来ませんのでご注意ください。

お問合せ

市民課（☎1013・1014）
○ マイナンバーカードの申請について

業務改善・DX推進課（☎1036・1037）
○ マイナポイントについて

マイナンバーカードマイナポイント
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